
 



 

無線型緊急通報装置 

固定電話回線が無い方でも、緊急通報サービスをご利用できる 

無線型の緊急通報装置を貸与します。 

装置の上部にあるブザーひもを引き、画面の「相談センターに 

でんわ」をタッチすると相談センターにつながり、緊急通報・ 

健康相談ができます。 
※ 無線型緊急通報装置のみ、利用者本人負担が発生します 

  月額 1,200 円 （毎月市から送付する納付書によりお支払い下さい） 

（委託事業者）大阪ガスセキュリティーサービス 

メンテナンス ☏０６－６３０３－４０１３ 

相談センター ☏０６－６３０３－４０１０ 

緊急発生時  ☏０６－６３０３－６３４０ 

・装 置 は、固 定 型 無 線 型 ともに自 宅 内 でのみ使 用 可 能 です。 

・紛 失 、破 損 時 は弁 償 金 が発 生 する場 合 があります。 

・サービス廃 止 時 は各 自 で装 置 を取 り外 していただき、市 役 所 にご返 却 ください。 

相 談 センターからは、お元 気 コールとして、

定 期 的 に電 話 による安 否 確 認 を行 います。 


